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組合員・被扶養者の皆様へ 
・ 「資格確認書」の交付について 

マイナンバー法の改正により、令和７年 12月２日から組合員証・被扶養者証（以下「健康保険証」という）の

利用が終了し、マイナ保険証（健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのこと）の利用を基本とする仕

組みに完全移行します。 

一方で、マイナ保険証利用登録をしていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方等、マイナ保険証を利用

できない組合員・被扶養者で、資格確認書を交付されていない方に対し、従来の健康保険証と同様、医療機関等に

提示することで保険診療が受けられる資格確認書を交付しますので内容をご確認ください。 

※ 「資格確認書」は、令和 7 年 8 月 15 日時点のデータを基に作成しているため、以降に、①マイナ保険証の

利用登録をされた方、②既に資格を喪失した方、③婚姻等で氏名が変わった方等は所属の事務担当者様を経

由し、返却してください｡（任意継続組合員の方は、封筒に記載された宛先に返却してください｡） 

※ 「資格確認書」は、お手元に届いた日からお使いいただくことができます。 

・ お手元にある健康保険証の取扱いについて 

令和７年 12 月２日以降、健康保険証を返却する必要はありません。ご自身で廃棄してください。 
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資格確認書

＃所属所コード
＃所属所名

＃組合員氏名　又は　被扶養者氏名
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※
　
以
下
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
臓
器
提
供
に
関
す

る
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
記
入
す
る
場
合
は
、

１
か
ら
３
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
｡

１
．
私
は
、
脳
死
後
及
び
心
臓
が
停
止
し
た
死
後
の
い
ず
れ

　
で
も
、
移
植
の
為
に
臓
器
を
提
供
し
ま
す
。

２
．
私
は
、
心
臓
が
停
止
し
た
死
後
に
限
り
、
移
植
の
為
に
臓
器

　
を
提
供
し
ま
す
。

３
．
私
は
、
臓
器
を
提
供
し
ま
せ
ん
。

　
《
１
又
は
２
を
選
ん
だ
方
で
、
提
供
し
た
く
な
い
臓
器
が

　
あ
れ
ば
、
×
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
》

署
名
年
月
日
：

本
人
署
名
（
自
筆
）
：

家
族
署
名
（
自
筆
）
：

年
月

日

　
　
　
　
【 心
臓
・
肺
・
肝
臓
・
腎
臓
・
膵
臓
・
小
腸
・
眼
球
 】

　
〔
特
記
欄
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 ]

じ
ん

す
い
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